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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番 課題・問題点

1

同一である 現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

【補助金等の名称】国民健康保険税資産割に係る
補填金
○固定資産税に係る補填金の支給決定を受けた場
合、国民健康保険税の資産割の更正を行い、補填
金を支払う。
（補填金の算定）
①還付不能金相当額と②利息相当額の合算とす
る。
・算定期間は還付することが出来ない日から起算
　して5年の範囲内とする。
・利息相当額は還付不能金の納付があった日の翌
　日から、補填金の支出を決定した日までの期間
　に応じ、当該不能金の額に年5％の割合を乗じて
　算定した額とする。

利息相当額＝(還付不能金の額×日数×0.05)/365

【補助金等の名称】国民健康保険税資産割に係る
補填金
○固定資産税に係る補填金の支給決定を受けた場
合、国民健康保険税の資産割の更正を行い、補填
金を支払う。
（補填金の算定）
①還付不能金相当額と②利息相当額の合算とす
る。
・算定期間は還付することが出来ない日から起算
　して5年の範囲内とする。
・利息相当額は還付不能金の納付があった日の翌
　日から、補填金の支出を決定した日までの期間
　に応じ、当該不能金の額に年5％の割合を乗じて
　算定した額とする。

利息相当額＝(還付不能金の額×日数×0.05)/365

同一である

【補助金等の名称】固定資産税支払補填金
○地方税法により、固定資産税過誤納金は申し出
があった日から起算して5年の範囲内とされてい
る。補填金は納税者の不利益を補填することを目
的とし、さらに5年の範囲内で補填金を支払う。
（補填金の算定）
①還付不能金相当額と②利息相当額の合算とす
る。
・算定期間は還付することが出来ない日から起算
　して5年の範囲内とする。
・利息相当額は還付不能金の納付があった日の翌
　日から、補填金の支出を決定した日までの期間
　に応じ、当該不能金の額に年5％の割合を乗じ
　て算定した額とする。

　利息相当額＝(還付可能額×日数×0.05)/365

【補助金等の名称】固定資産税支払補填金
○地方税法により、固定資産税過誤納金は申し出
があった日から起算して5年の範囲内とされてい
る。補填金は納税者の不利益を補填することを目
的とし、さらに5年の範囲内で補填金を支払う。
（補填金の算定）
①還付不能金相当額と②利息相当額の合算とす
る。
・算定期間は還付することが出来ない日から起算
　して5年の範囲内とする。
・利息相当額は還付不能金の納付があった日の翌
　日から、補填金の支出を決定した日までの期間
　に応じ、当該不能金の額に年5％の割合を乗じ
　て算定した額とする。

　利息相当額＝(還付可能額×日数×0.05)/365

備考

2

各種事務事業の取扱い１８補助金交付金の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

幹事長専決案件

石本補助金、交付金の取扱い税務出納部会 金田
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

幹事長専決事項

自治体間の交流（国際交流を含む）

　町民が韓国に触れることで、歴史と文化の違
いを認め合い、郷土の良さを再発見し、郷土を
愛する気持ちを育む。

韓国の自治体との交流は実施していない。町民
レベルの交流を目指して団体育成中。

平成14年度から韓国語講座「韓国を知ろう講
座」の実施（1年10名程度）
（内容）
ハングル講座、韓国歴史文化のワークショッ
プ、韓国現地研修、韓国研修発表会

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

自治体間の交流（国際交流を含む）

町民の国際理解の高揚と国際感覚の醸成を図る
ため、海外との交流事業を行う。

友好交流関係締結についての意向書の締結状況
　中国河北省滄州市　　平成6年5月
　中国河北省呉橋県　　平成14年7月
　
平成14年11月　国民文化祭に雑技団招致
平成15年 3月　滄州市政府農業視察団来町
平成15年10月　溝口町海外派遣事業として訪中

２５．各種事務事業の取扱い

杉原良仁 住田浩平地域間交流事業企画部会

２５－９　地域間交流事業 備考

現行のまま新町に引き継ぐ

資料Ｐ

交流先・事業の実施方法に違いはあるが、現在行っている
友好交流関係及び事業については、今後も継続する必要が
ある。

調整方法

各種事務事業の取扱い
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2

3

4

快適空間形成促進事業

　町道岸本大原線は、景観形成地域に指定され
ており、観光客や町民の愛する景観となるよ
う、景観美化を促進し、新たな観光名所として
景観の整備を行う。

なし 岸本町のみ事業を実施
岸本大原線植栽事業
（岸本町単独事業）

企画部会

課題・問題点

ふるさと定住化に関すること

平成15年度で2年目となる岸本さんに対し、とっ
とり生活体験事業補助金を交付し、定住へ向け
て様々な補助を行う。
体験者滞在経費助成（本人）
 一年目：１００，０００円／月
 二年目：５０，０００円／月
体験者受入助成（業者）
 一年目：５０，０００円／月
 二年目：２５，０００円／月
体験者住居修繕工事補助。
  ５，０００，０００円限度

　溝口町においては、鳥取県が実施しているとっとり生活
体験事業の一環として現在までに３世帯の受入れを行って
いる。なお、補助金については補助金の対象者が15年度で
終了する。
　岸本町においては、現在のところ受け入れ世帯はない。
　両町とも単独施策としての定住施策はないが、若者定住
施策と関連づけながら新町において今後検討していく課題
である。

備考

杉原良仁 舟越　聡地域開発関係事業

岸　　本　　町 溝　　口　　町

各種事務事業の取扱い２５．各種事務事業の取扱い ２５－１１　地域開発関係事業

両町で作成している全図のスケール・販売価格が異なるた
め、調整を要する。
新町発足後に全町に対応できる基図を新たに作成する必要
がある。

合併後に新たに作成する。岸本町全図作成業務

全図の種類と販売額

　1/2,500　　…　未販売
　1/5,000　　…　未販売
  1/10,000　…  1枚500円
　 （2種類：八郷方面1枚、大幡･幡郷方面1枚）
　1/15,000  …  1枚800円
　1/25,000  …  1枚500円
　1/50,000  …  1枚300円

溝口町全図作成業務

全図の種類と販売額

   1/5,000  … 1枚500円（全町：16枚）
   1/25,000 … 1枚250円
   1/50,000 … 1枚150円
   1/75,000 … 1枚150円

なし 溝口町のみ事業実施
溝口町楽々福公園の管理事業
（溝口町単独事業）

現行のまま新町に引き継ぐ

幹事長専決事項

調整方法

　現行のまま新町に引き継ぐ。

現行のまま新町に引き継ぐ

公園管理事業　（快適空間形成促進事業）

楽々福水辺公園（宮原）を整備し、町民の憩い
の場となるよう景観整備を行う。

なし
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2

現行のまま新町に引き継ぐ

交通安全施設整備事業

交通安全施設を計画的に整備及び維持管理し、
道路交通の安全を図ることを目的とする。

各地区団体から要望のあった交通安全施設をも
とに３年間の計画を立て施設の整備を行う。
各年度予算額　３００万円程度

交通安全施設整備事業

交通安全施設を計画的に整備及び維持管理し、
道路交通の安全を図ることを目的とする。

各地区団体から要望のあった交通安全施設をも
とに施設の整備を行う。
各年度予算額　１００万円程度

集落の要望を基に３年間の交通安全施設等整備計画を策定
（岸本町）

毎年集落の要望を基に計画的に整備する
（溝口町）

合併後に岸本町の例により一元化す
る。

岸　　本　　町 溝　　口　　町

各種事務事業の取扱い２５．各種事務事業の取扱い ２５－１２　交通安全事業

課題・問題点

備考

幹事長専決事項

調整方法

交通安全運動

交通ルールを正しく守り交通事故をなくすため
に集中して啓発・行事を行う。

・春の全国交通安全運運動
・夏の交通安全県民運運動
・秋の全国交通安全運運動
・年末の交通安全県民運運動

交通安全運動行事等については溝口警察署内の
溝口、岸本、江府の３町で構成する、交通対策
協議会で決定する。

片平道也交通安全事業企画部会 杉原良仁

交通安全運動

交通ルールを正しく守り交通事故をなくすため
に集中して啓発・行事を行う。

・春の全国交通安全運運動
・夏の交通安全県民運運動
・秋の全国交通安全運運動
・年末の交通安全県民運運動

交通安全運動行事等については溝口警察署内の
溝口、岸本、江府の３町で構成する、交通対策
協議会で決定する。

なし
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

協議会提案事項

行政改革重点推進方針・実施計画

策定日
　平成１１年１２月７日（改定）
主要課題
　１　効率的行政運営システムの確立
　２　事務事業の整理合理化と事務処理の効率
　　　化
　３　時代の変化に対応する組織機構の編成
　４　職員研修と職場の活性化
　５　町民に開かれた行政の推進と行政サービ
　　　スの向上
　６　財政健全化方策の推進
　７　定員管理と給与の適正化
実施期間
　平成１２年度から平成１６年度までの５年間

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

行政改革重点推進方針・実施計画

策定日
　平成１１年6月30日（改定）
主要課題
　１　事務事業の見直し
　２　時代に即応した組織・機構の見直し
　３　定員管理及び給与の適正化の推進
　４　効果的な行政運営と職員の能力開発等の
　　　推進
　５　行政の情報化の推進等による行政サービ
　　　スの向上
　６　公共施設の設置及び管理運営
　７　地方議会について
実施期間
　特段の定めなし

７．機構及び組織の取扱い

杉原良仁 住田浩平機構及び組織の取扱い企画部会

備考

新町に移行後一本化を図り継続して
推進する。

　現大綱に定める事項については、新町建設計画及び合併
事務調整に反映し、合併後の方針等については、新町建設
計画及び新町総合計画との整合性を図りながら、新町移行
後に新たに検討する必要がある。

調整方法

各種事務事業の取扱い
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

○運営状況 ○運営状況
・平成15年度当初現在高 ・平成15年度当初現在高
　　基本額：1,000,000円　（出資金） 　基本財産：2,000,000円　（出資金）
　　預金利息等（通帳残額）：557,402円　　 　運用財産：20,000,000円
　　現在保有している財産：なし 　　　　　　（大平原工業用地：0.8ha）

　現在保有している財産：
　   上野工業用地（13.7ha、318,720,000円）

岸本町長＝副理事長 溝口町長＝理事長
議会議員＝理事2名 議会議員＝理事4名
監事1名 監事1名

町は、毎年度、公社運営費負担金40万円を支出

備考

調整方法

各種事務事業の取扱い

協議会提出案件

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

13広域行政の取り扱い

斉下正司広域行政の取り扱い事務局

1

西伯郡南部土地開発公社 溝口町土地開発公社（溝口町単独）

　公共用地、公用地当の取得、管理、処分等を
行なうことにより地域の秩序ある整備と公共の
福祉の増進に寄与することを目的とする。

　公共用地、公用地当の取得、管理、処分等を
行なうことにより地域の秩序ある整備と公共の
福祉の増進に寄与することを目的とする。

○体制
　岸本町、会見町、西伯町の首長、議会議員の
中から理事長、副理事長専務理事、理事、監事
の役員を選出する。、

現在：理事長1名、副理事長2名、専務理事1名
　　　理事6名、監事3名

○体制
　首長、議会議員の中から理事長、理事、監事
の役員を選出する。

現在：理事長1名、理事4名、監事2名

○業務内容
　岸本町、会見町、西伯町の公共用地の取得等
を行っている。

　新町発足の前日のもって岸本町は
西伯郡南部土地開発公社を脱退し、
溝口町土地開発公社の定款を変更し
て新町において新たな土地開発公社
を設立する。

　岸本町、会見町、西伯町の三町で設立し、公
社の基本財産は各町が100万円出資している。

　溝口町が設立し、公社の基本財産200万円、
運用財産2,000万円を町が出資している。

町は、毎年度、公社交付金として借入金利息分
を支出

○業務内容
　溝口町の公共用地の取得等を行っている。

・岸本町は南部土地開発公社に所属し、溝口町は単町で公
社を運営している。このため、岸本町は西伯町、会見町と
の調整が必要となる。

・現在それぞれの公社が所有している財産等の処分方法に
ついて調整が必要となる。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

報酬 （人数は実人員）
報酬 （人数は実人員）

人数 職名 人数 人数
1 1
2 1
4 3 1
4 3
8 7 5

63 26 22
合計 82 合計 41 28

岸本町消防団　条例定数８３人　実人員　８２人

各種事務事業の取扱い１５　消防団の取扱い

【消防団】

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　団員の任命にあたり、年齢要件及び住所
要件に相違がある。

合併時に一元化する。

・溝口町の制度を適用する。

37,000 37,000

【消防団の取扱い】

消防団の任免について
１．任用
　消防団長（以下「団長」という。）は消防団の推薦に基づき、町
長が任命しその他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから
町長の承認を得て、団長が任命する。
（１）当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者
（２）年齢１８歳以上の者
（３）志操堅固、身体強健である者。

２．定員（条例定数）
　団員の定数　８０人

３．懲戒
　任命権者は、団員が次の各号の１に該当するときは、これに対し
懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
（１）消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
（２）義務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（３）団員としてふさわしくない非行があったとき。
　停職は、１月以内の期間を定めて行う。

141,000

2,893,900

34,100 272,800
30,900 1,946,700

63,800 255,200
40,700 162,800

1

【消防団の取扱い】

消防団の任免について
１．任用
　消防団長（以下「団長」という。）は消防団の推薦に基づき、
町長が任命しその他の団員は、次の各号の資格を有する者のうち
から町長の承認を得て、団長が任命する。
（１）本町に居住する年齢１８歳以上、満６０歳までの者である
　　こと。ただし、団長、副団長の年齢については、この限りで
　　ない。
（２）志操堅固、身体強健である者。

２．定員（条例定数）
　団員の定数　８３人

３．懲戒
　任命権者は、団員が次の各号の１に該当するときは、これに対
し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
（１）消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
（２）義務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（３）団員としてふさわしくない非行があったとき。
　　停職は、１月以内の期間を定めて行う。

2

単価（円） 金額（円）
113,400 113,400
71,500 143,000

溝口町消防団　条例定数８０人　実人員　６９人

１　団員の条例定数は、岸本町4分団８３人、
　溝口町４分団８０人と均衡がとれている。

２　団員報酬及び費用弁償が異なっている。

３　消防団員福祉共済掛金の補助が異なって
　いる。

４　各分団の配備車輌が異なっている。

５　岸本町では幹部研修が取り入れられてい
　る。

１　団員数は１６３人とする。
　　８分団（各２０人）・・・１６０人
　　団長１人　副団長２人

２　団員報酬及び費用弁償については
　別に調整する。

３　消防団員福祉共済掛金の補助につ
　いては、１人当り３，０００円の掛
　金に対し、２，０００円（２／３）
　とする。

４　各分団の配備車輌は、当面現状の
　まま引き継ぐ。

５　幹部研修については、岸本町の例
　による。

２　費用弁償（出動手当等）…１回につき３，０００円

１　分団数について

　第１分団、第２分団、第３分団、本部分団（各２０人）

２　費用弁償（出動手当等）…１回につき３，９００円

３　役場職員の団員報酬については、その他の団員と同額

４　団員厚生・・・別紙資料「７厚生」参照

ワーキンググループ名

合併時に一元化する。

調整方法

岡田賢治 井澤宏和消防団の取扱い

備考

課題・問題点

総務部会

３　報酬は役場職員の団員には支給していない。

４　団員厚生・・・別紙資料「７厚生」参照

５　各分団配備車輌・・・別紙資料「２装備」参照

職名
団長
副団長
分団長
副分団長
班長
団員

【消防団】

１　分団数について

　第１分団、第２分団、第３分団、本部分団（各２０人）

団長
副団長
分団長
副分団長
班長
団員

５　各分団配備車輌・・・別紙資料「２装備」参照

６　幹部研修・・・２年に１回実施＝１人当り５０，０００円

一般の団員

104,000 104,000
77,000 77,000
57,000 171,000
47,000

単価（円） 金額（円） 単価（円） 金額（円）

308,000 28,000 140,000

役場職員の団員

協議会提出案件

1,893,000 727,000

42,000 1,092,000 25,000 550,000
44,000
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合併協議資料（消防団の取扱い）

１  人員
備  考 岸本町 溝口町 溝口町本部分団

条例定 実人員 不足数 条例定 実人員 不足数 １１３，４００円 １０４，０００円
１人 １人 １人 １人 ７１，５００円 ７７，０００円
２人 ２人 １人 １人 ６３，８００円 ５７，０００円 ３７，０００円
４人 ４人 ４人 ４人 ４０，７００円 ４７，０００円
４人 ４人 ３人 ３人 ３４，１００円 ４４，０００円 ２８，０００円
８人 ８人 １２人 １２人 ３０，９００円 ４２，０００円 ２５，０００円

６４人 ６３人 １人 ５９人 ４８人 １１人 ３，９００円 ３，０００円
８３人 ８２人 １人 ８０人 ６９人 １１人 ８，１００円 １５，０００円

１９人 １人 ２８人 溝口町は報酬無し

４  消防団の主な行事
岸本町 溝口町 備  考

２  装備 ４月 辞令交付 辞令交付
備  考 ６月 町消防ポンプ操法講習会 西部消防ポンプ操法壮行会

町消防ポンプ操法大会
７月 西部消防ポンプ操法大会 西部消防ポンプ操法大会

県消防ポンプ操法大会 県消防ポンプ操法大会
８月 西部広域消防圏連合演習 西部広域消防圏連合演習

１１月 非常召集訓練 非常呼集訓練
両町とも積載ポンプはＢ２級 啓蒙パレード（全分団）

１月 出初式 出初式　１月６日
３月 啓蒙パレード（全分団）

その他行事 ・３年に１回総合防災訓練 ・３年に１回総合防災訓練
・３年に１回水防訓練 ・３年に１回水防訓練
・管轄区域の防火啓発・救急講習（随時） ・管轄区域の防火啓発（随時）
・班長以上の役員会（３月・１２月）

・幹部会（随時） ・３ヶ月に１回程度幹部会（分団長以上）

・２年に１回防災フェスティバル
　（実績　Ｈ８、Ｈ１０、Ｈ１３）

・山林火災予防パトロール（ゴールデンウィーク）

・毎月２回防火パトロール（各分団）

５　消防団幹部研修（県外視察）

・２年に１度実施
・町より研修旅費５０，０００円予算措置
・分団長以上で実施

　溝口町においては、役場職員に対し報酬を支給しない。このため、別途分団助成とし
て職員の団員に対し支給すべき報酬額の２／３の額を支給している。
　　　　H１４支給実績　　５７５千円

岸本町 溝口町

懐中電灯 反射ベスト
誘導灯
懐中電灯

各車輌（車載４台）
分団長以上の幹部
（携帯６台H12）
消防主任（携帯１台H13）
すべて５W出力

（盛夏服・作業服用の２種類）

１～３分団に携帯用無線（１W）各１台

ポンプ車に車載用無線１台（５W）１台

（盛夏服・作業服用の２種類）

長靴
半長靴（副団長以上）
制帽（分団長以上）
階級章

作業服
ベルト（グレー）
ベルト（紺）
盛夏服

アポロキャップ
制服（式服）
ネクタイ

長靴
半長靴（団長のみ）
制帽（幹部のみ）
階級章

略帽

制服（式服）幹部のみ
ネクタイ

作業服
ベルト（グレー）

盛夏服

各分団６着 各分団５着
各分団６個 各分団５個

１分団(H13.3)　１台
２分団(H13.3)　１台
３分団(H13.3)　１台

本部分団(H元)　１台

３台（ＢＤ－１）　３台
１分団（S61）
２分団（S58）
３分団（H3）

１台（ＢＤ－１）　１台
本部分団(S63)

岸本町 溝口町
４台 ４台

岸本町 溝口町

４分団 ４分団

ヘルメット
防火服

無線

制服

  積載車

  ポンプ車

車輌数

安全装備

  内役場職員
分団数

幹部の任期
その他

H15.4.2～２年間 H15,4,1～２年間

団  長
副団長
分団長

費用弁償
機関員報酬

団  員
計

副分団長 班  長
団  員

副分団長

班  長

３  報酬・費用弁償

団  長
副団長
分団長
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６  火災時 ８  団員の募集

９  教育・訓練

山林火災　　
１０秒吹鳴-２秒休止-１０秒吹鳴-２秒休止-１０秒吹鳴

　本部分団は練習と大会当日の支援を行う。

　（本部３名、各分団１名）

７  厚生
備  考

　H15－溝口、H14－大滝、H13－福島、
　　H13－立岩、H14－真野 　　H12－貴住、H11－添谷

◎水防訓練は、各分団持ち回り（１→２→３）
　本部分団は毎回参加。
    H13－１、H10－２、H7－３
◎団長の推薦方法

◎表彰（基本的な流れ） ◎表彰（基本的な流れ）
　勤続　５年  消防団長表彰　功績章 　勤続　５年  団長表彰
　勤続１０年  西部消防協会長功績表彰 　勤続１０年  町長表彰
　勤続１４年　消防団長表彰　勤続章 　勤続１５年  西部消防協会長勤続表彰
　勤続１５年  西部消防協会長勤続表彰 　勤続１８年  西部消防協会長功績表彰
　勤続２０年  県消防協会長勤続表彰 　勤続２０年  県消防協会長勤続表彰
　勤続２３年  県消防協会長功績表彰 　勤続２３年  県消防協会長功績表彰
　勤続２５年  鳥取県知事表彰（該当者のみ） 　勤続２５年  鳥取県知事表彰（該当者のみ）

勤続３０年  日本消防協会長勤続表彰 勤続３０年  日本消防協会長勤続表彰

・役場職員の退団は課長補佐に昇格後、新規入団者の
状況を見ながら行う。
・一般団員の入団は各分団において勧誘し、適格者を選
定後採用する。

・基本教育は各分団において行う。

１０  その他慣例等

・役場新規採用職員はすべて団員に採用する。
・本部分団（職員消防）は岸本町民の新採用職員を
入団させ、定員（２０名）を超えた時点で年長の団員
が退団する。

消防互助年金
加入者１名（現職０名）

全日本消防人共済（火災共済）

82人×2,500円＝205,000円

消防団員福祉共済 消防団員福祉共済

消防互助年金
加入者３名（現職２名）

82人×3,000円＝246,000円 69人×3,000円＝207,000円

   幹部会副団長及び分団長の合議により、団長を推薦
する。

　 幹部会副団長・分団長・副分団長・班長の合議に
より団長を推薦する。

○サイレンの吹鳴パターン
火災信号　　
５秒吹鳴-６秒休止-５秒吹鳴-６秒休止-５秒吹鳴

岸本町
鳥取県市町村消防災害補償組合

H15負担金494,900円

◎自動車ポンプ操法は、原則分団の持ち回り（１分団→
２分団→３分団）

　H10－番原、H11－岸本、H12－こしき、

◎水防訓練は、各分団に均等に動員を割り当てる。

◎小型ポンプ操法は原則分団の持ち回りで行う（１
分団→２分団→３分団）
　自動車ポンプ操法は本部分団が行う。

◎非常呼集の実施場所は、幹部と溝口出張所で打
せを行う。

◎連合演習は本部分団を中心に部隊を構成する。

◎非常呼集の実施場所は、各地区持ち回り

◎連合演習は分団の持ち回り（１分団→２分団→３分団）
　　H15－１、H14－２、H13－３、H12－２、H10-3

・分団で団員を確保する。

・団員の退団は各個人の都合により、退団希望を出
し、退団する。

岸本町

・消防学校での教育については、随時分団長の推薦
する者を受講させる。
・６月に操法講習会で規律訓練を重点的に行う。

５．各団員は車庫に集合し、３名になった時点で
　消防車で出動する。
　　間に合わなかった団員は各個人の車等で現場
　に向かう。

１．役場の消防専用着信電話に西部消防局より連
絡が入る。

２．サイレンを吹鳴し、防災行政無線により火災場
　所、状況、出動分団を放送する。

４．各団員は車庫に集合し、３名になった時点で
　消防車で出動する。
　　間に合わなかった団員は各個人の車等で現
　場に向かう。

３．消防団長に電話連絡をする。

溝口町

溝口町
・基本教育は各分団において行う。

・一般団員の退団は各個人の都合により、退団希望を出
し、退団する。

・消防学校での教育については、毎年消防操法科に２名
程度受講している。
・火災予防運動等、団員が集まった時に合わせて、規律
訓練、救急講習等の訓練を行っている。

岸本町

公務災害

退職報償金

岸本町
１．役場の消防専用着信電話に西部消防局より
連絡が入る。

２．サイレンを吹鳴し、防災行政無線により火災
現場、状況、出動分団を放送する。

H15負担金1,345,430円

掛金・支給額は基準どおり

消防団員等公務災害補償等共済基金

◎団長の推薦方法

共済事業

岸本町

両町とも団員個人負担

岸本町…町補助金
　　　　　１人当り2,100円
溝口町…全額団員負担

67人×2,500円＝167,500円

全日本消防人共済（火災共済）

（親子団員２組）

溝口町溝口町
・行政連絡、文字放送を活用し、団員の募集を行ってい
る。

溝口町

消防団員等公務災害補償等共済基金

両町とも団員個人負担

３．ケーブルテレビの音声告知により、火災場所、状
況
４．団長、副団長に電話連絡をする。

○サイレンの吹鳴パターン
火災信号　　
５秒吹鳴-３秒休止-５秒吹鳴-３秒休止・・・５回吹鳴

掛金・支給額は基準どおり

H15負担金1,296,800円

鳥取県市町村消防災害補償組合

H15負担金420,400円
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

【事務・事業名】個人町県民税

①納税義務者
・町内に住所を有する個人
　　　均等割＋所得割
・町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人
　で町内に住所を有しない者
　　　均等割

②均等割
・税率　2,000円/年（標準税率）
・非課税基準
　控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数
　×280千円＋192千円

③所得割
・税率（標準税率）
　200万円以下の金額　　　　3％
　200万円を超える金額　　　8％
　700万円を超える金額　　 10％
・非課税基準
　35万円×（本人＋扶養人数）＋36万円

④納期
・第1期  6月1日から同月30日まで
・第2期　8月1日から同月31日まで
・第3期　11月1日から同月30日まで
・第4期　翌年1月1日から同月31日まで

（根拠法令）
　地方税法
　　第292条～第321条の2
　町税条例
　　第23条～第53条の12

【事務・事業名】個人町県民税

①納税義務者
・町内に住所を有する個人
　　　均等割＋所得割
・町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人
　で町内に住所を有しない者
　　　均等割

②均等割
・税率　2,000円/年（標準税率）
・非課税基準
　控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた
数
　×280千円＋192千円

③所得割
・税率（標準税率）
　200万円以下の金額　　　　3％
　200万円を超える金額　　　8％
　700万円を超える金額　　 10％
・非課税基準
　35万円×（本人＋扶養人数）＋36万円

④納期
・第1期  6月1日から同月30日まで
・第2期　8月1日から同月31日まで
・第3期　10月1日から同月31日まで
・第4期　翌年1月1日から同月31日まで

（根拠法令）
　地方税法
　　第292条～第321条の2
　町税条例
　　第23条～第53条の12

合併後に岸本町の例により一元化す
る。

（納期については、平成17年度から
一元化する。）

同一である

同一である

同一である

納期が異なる

岸　　本　　町 課題・問題点

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い

金田

協議会提出案件

勝部地方税の取扱い

溝　　口　　町 調整方法

備考

13



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

3

【事務事業名】固定資産税

①納税義務者
　・固定資産税（土地、家屋、償却資産）の所有
者
②税率　　1.4％
③課税標準
　・固定資産税の基準年度の価格
　（土地、家屋、償却資産）
④納期
　・第1期　5月1日から同月31日まで
　・第2期　7月1日から同月31日まで
　・第3期　9月1日から同月30日まで
　・第4期　12月1日から同月25日まで
⑤不均一課税
　・該当なし
⑥地方税法第18条の3
　・還付金については還付金交付申請のあった日
　　の属する年度から5年前の年度分までとする。
　　また、岸本町固定資産税に係る補填金支払い
　　要綱に従って、さらに5年前の年度分まで支払
　　いが可能
⑦その他
　・土地の評価は、標準地比準方式。
　・家屋の評価は、評価補助員を伴って行う。

（根拠法令）
　地方税法　　第341条～第441条
　町税条例　　第54条～第79条

【事務事業名】固定資産税

①納税義務者
・固定資産税（土地、家屋、償却資産）の所有者
②税率　　1.4％
③課税標準
　・固定資産税の基準年度の価格
　　（土地、家屋、償却資産）
④納期
　・第1期　5月1日から同月31日まで
　・第2期　7月1日から同月31日まで
　・第3期　12月1日から同月25日まで
　・第4期　翌年2月1日から同月28日まで
⑤不均一課税
　・該当なし
⑥地方税法第18条の3
　・還付金については還付金交付申請のあった日
　　の属する年度から5年前の年度分までとする。
　　また、岸本町固定資産税に係る補填金支払い
　　要綱に従って、さらに5年前の年度分まで支払
　　いが可能
⑦その他
　・土地の評価は、標準地比準方式。
　・家屋の評価は、評価補助員を伴って行う。

（根拠法令）
　地方税法　　第341条～第441条
　町税条例　　第54条～第79条

納期が異なる

2

【事務事業名】法人町民税

①納税義務者
・町内に事務所又は事業所を有する法人
　　　均等割＋所得割
・町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類
する施設を有する法人で町内に事務所、又は事務
所を有しない者及び町内に事務所、事業所又は寮
等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人の定めのあるもの
　　　均等割
②均等割　　　標準税率
③法人税割　　12.3％（標準税率）

（根拠法令）
　地方税法　　第294条、第312条、第314条の6
　町税条例　　第23条、第31条、第34条の6

【事務事業名】法人町民税

①納税義務者
・町内に事務所又は事業所を有する法人
　　　均等割＋所得割
・町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類
する施設を有する法人で町内に事務所、又は事務
所を有しない者及び町内に事務所、事業所又は寮
等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人の定めのあるもの
　　　均等割
②均等割　　　標準税率
③法人税割　　12.3％（標準税率）

（根拠法令）
　地方税法　　第294条、第312条、第314条の6
　町税条例　　第23条、第31条、第34条の6

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

岸　　本　　町 課題・問題点溝　　口　　町 調整方法

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い

合併後に岸本町の例により一元化す
る。

（納期については、平成17年度から
一元化する）

同一である

協議会提出案件

金田 勝部地方税の取扱い

備考
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

②税率

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

【事務・事業名】軽自動車税

①納税義務者
　軽自動車等の所有者又は使用者
　（賦課年度の4月1日現在の所有者又は使用者）

【事務・事業名】軽自動車税

①納税義務者
　軽自動車等の所有者又は使用者
　（賦課年度の4月1日現在の所有者又は使用者）

同一である

課題・問題点

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い

金田

【原動機付自転車】
○二輪のもので総排気量0.05L以下又は定格出力0.6KW以下のもの
○二輪のもので総排気量0.05L超0.09L以下又は定格出力0.6KW超0.8KW以下のもの
○二輪のもので総排気量0.09L超又は定格出力0.8KW超のもの
○三輪以上のもので総排気量0.02L超又は定格出力0.25KW超のもの
【二輪の小型自動車】
○二輪の小型自動車
【小型特殊自動車】
○農耕作業用のもの
○その他のもの
【軽自動車】
○二輪のもの（側車付のものを含む）
○三輪のもの
○四輪以上のもの
　・乗用のもの（営業用）
　・乗用のもの（自家用）
　・貨物用のもの（営業用）
　・貨物用のもの（自家用）
○専ら雪上を走行するもの

１，０００
１，２００
１，６００
２，５００

４，０００

１，６００
４，７００

２，４００
３，１００

５，５００
７，２００
３，０００
４，０００
２，４００

勝部地方税の取扱い

溝　　口　　町 調整方法

備考

岸　　本　　町

区　　分　・　種　　別
年　税　額（単位：円）

岸本町　　　　　　　　　　溝口町
課題・問題点

4

協議会提出案件

③納期
　・4月11日から同月30日まで

④ナンバープレートの再交付
　・故意又は過失に基づくときは、弁償金として
　　300円を納めなければならない。

⑤軽自動車税の減免
　・公益のため直接専用するもの
　・身体又は精神に障害を有し歩行が困難なも
　　のが所有する軽自動車等（1台に限る）

（根拠法令）
　地方税法　第442条～第461条
　町税条例　第80条～第91条

③納期
　・4月11日から同月30日まで

④ナンバープレートの再交付
　・故意又は過失に基づくときは、弁償金として
　　300円を納めなければならない。

⑤軽自動車税の減免
　・公益のため直接専用するもの
　・身体又は精神に障害を有し歩行が困難なも
　　のが所有する軽自動車等（1台に限る）

（根拠法令）
　地方税法　第442条～第461条
　町税条例　第80条～第91条

１，０００
１，２００
１，６００
２，５００

４，０００

１，６００
４，７００

２，４００
３，１００

５，５００
７，２００
３，０００
４，０００
２，４００

同一である
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

5

備考

岸　　本　　町

6

【事務・事業名】たばこ税

①納税義務者
・製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売業
者

②税率
・旧3級品以外の紙巻たばこ
　　1,000本につき2,977円
・旧3級品の紙巻たばこ
　　1,000本につき1,412円

③納期
・当月の販売分につき翌月末日まで

（根拠法令）
　地方税法
　　第464条～第485条の12
　町税条例
　　第92条～第102条
　　附則第16条の2

【事務・事業名】たばこ税

①納税義務者
・製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売業
者

②税率
・旧3級品以外の紙巻たばこ
　　1,000本につき2,977円
・旧3級品の紙巻たばこ
　　1,000本につき1,412円

③納期
・当月の販売分につき翌月末日まで

（根拠法令）
　地方税法
　　第464条～第485条の12
　町税条例
　　第92条～第102条
　　附則第16条の2

同一である

【事務・事業名】入湯税

①納税義務者
・鉱泉浴場における入湯に対し入湯者に課税する

②税率
・入湯客1人1日について150円

③課税免除
・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

（根拠法令）
　地方税法
　　第701条～第701条の29
　町税条例
　　第141条～第149条

【事務・事業名】入湯税

①納税義務者
・鉱泉浴場における入湯に対し入湯者に課税する

②税率
・入湯客1人1日について150円

③課税免除
・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

（根拠法令）
　地方税法
　　第701条～第701条の29
　町税条例
　　第141条～第149条

同一である

課題・問題点溝　　口　　町 調整方法

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い

協議会提出案件

金田 勝部地方税の取扱い
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

7

【事務・事業名】家屋評価

○固定資産（家屋）の課税標準額の基礎となる評
価額を算出する。
・実地調査による課税物件の異動把握
・登記済通知により課税物件の異動把握
・現地評価の日程調整、評価通知の発送
・県税事務所への非木造家屋の報告（非木造家屋
　は県税が評価する）
・現地調査、評価調書作成
・在来家屋の滅失、変更等の確認
・新築住宅の軽減措置
・県税事務所への不動産取得税申告書の承継
・県税及び法務局への価格通知
・登録免許税法による住宅用家屋証明書の確認
※家屋評価システム（リース）を平成14年から導
　入している。

同一である
※家屋評価システムについては、電算システムの取り扱いで
　調整済

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

【事務・事業名】家屋評価

○固定資産（家屋）の課税標準額の基礎となる評
価額を算出する。
・実地調査による課税物件の異動把握
・登記済通知により課税物件の異動把握
・現地評価の日程調整、評価通知の発送
・県税事務所への非木造家屋の報告（非木造家屋
　は県税が評価する）
・現地調査、評価調書作成
・在来家屋の滅失、変更等の確認
・新築住宅の軽減措置
・県税事務所への不動産取得税申告書の承継
・県税及び法務局への価格通知
・登録免許税法による住宅用家屋証明書の確認

金田 勝部地方税の取扱い

溝　　口　　町 調整方法

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い 備考

岸　　本　　町 課題・問題点

町境の評価状況について調査を行う必要がある。
（15年度中に町境周辺の標準地評価額調査を行なう）

別荘地利用状況調査を溝口町は実施していない

岸本町の例によるものとする

協議会提出案件

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

9

【事務・事業名】償却資産評価

○固定資産税の課税対象となる資産のうち、事業
に用いる機械、備品等（償却資産）について、年
１回申告に基づいて賦課する。
・対象事業所の把握
・申告書による償却資産増減分の電算入力
・総務大臣配分価格通知による電算入力
・償却資産所有者数　　　339件
　（うち課税対象者数）　100件
・総務大臣配分　　　　　　9件

【事務・事業名】償却資産評価

○固定資産税の課税対象となる資産のうち、事業
に用いる機械、備品等（償却資産）について、年
１回申告に基づいて賦課する。
・対象事業所の把握
・申告書による償却資産増減分の電算入力
・総務大臣配分価格通知による電算入力
・償却資産所有者数　　　191件
　（うち課税対象者数）　 83件
・総務大臣配分　　　　　　9件

同一である

【事務・事業名】土地評価

○固定資産（土地）の課税の基礎となる評価額及
び課税標準額を算出する。
（評価替え）3年ごと・・・次回平成18年度
・標準地現況調査
・用途地区、状況類似地区見直し
・不動産鑑定士による鑑定評価
・鑑定価格調整、批准宅地価格の検討
・宅地及び宅地以外の地目の価格調整
（下落修正）毎年
・不動産鑑定士による時点修正
・下落修正の要否検討
（別荘地利用状況調査）
・別荘所有者に対し利用状況等調査表を送付し、
　基準値以上であれば住宅用地の特例措置（一
　般住宅用地として取り扱う）をとる
・180人中該当172人（平成14年度実績）
（筆数）
・評価筆数　　28,607筆
・非課税筆数　13,801筆
　　　合　計　42,408筆

8

【事務・事業名】土地評価

○固定資産（土地）の課税の基礎となる評価額及
び課税標準額を算出する。
（評価替え）3年ごと・・・次回平成18年度
・標準地現況調査
・用途地区、状況類似地区見直し
・不動産鑑定士による鑑定評価
・鑑定価格調整、批准宅地価格の検討
・宅地及び宅地以外の地目の価格調整
（下落修正）毎年
・不動産鑑定士による時点修正
・下落修正の要否検討
（別荘地利用状況調査）
・実施していない

（筆数）
・評価筆数　　46,655筆
・非課税筆数　21,219筆
　　　合　計　67,874筆
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○地方税法（昭和25年法律第226号）

（地方団体の課税権）

第２条　地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができる。

（地方税の賦課徴収に関する規定に形式）

第３条　地方公共団体は、その地方税法の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団

　 体の条例によらなければならない。
２　地方公共団体の長は、前項の条例の実施のため手続きその他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

（市町村が課することができる税目）

第５条　市町村税は、普通税及び目的税とする。

２　市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多

　額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

　(1)　市町村民税

　(2)　固定資産税

　(3)　軽自動車税

　(4)　市町村たばこ税

　(5)　鉱産税

　(6)　特別土地保有税

３　市町村は、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

４　鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 （第５項　省略）

６　市町村は、前２項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することがでしる。

　(1)　都市計画税

　(2)　水利地益税

　(3)　共同施設税

　(4)　宅地開発税

　(5)　国民健康保険税

７　市町村は第４項及び第５項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課すこ

　とができる。
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（公益等に因る不均一課税免除及び不均一課税）

第６条　地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

２　地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一課税をすることができる。

（受益に因る不均一課税及び一部課税）

第７条　地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることが

　できる。

（市町村の廃置分合があった場合の課税権の承継）

第８条の２　市町村の廃置分合があったばあい（次条第１項本文の規定に該当する場合を除く。）においては、当該廃置分合に

　より消滅した市町村（以下本条において「消滅市町村」という。）に係る地方団体の徴収を目的とする権利（以下本条におい

　て「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。）は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなった市町村（以下本条に

　おいて「承継市町村」という。）の区域によって、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係

　る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続き及び消滅市町村に対してした申告、不服申立て（異議申立て又は

　審査請求をいう。以下に同じ。）その他の手続きは、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続き及び承継市町村に対

　してした申告、不服申立てその他の手続きとみなす。

　 （第２項から第４項　省略）

○市町村の合併に関する法律（昭和４０年法律第６号）

（地方税の不均一課税）

第１０条　合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により

　承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたっ

　て均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれ

　に続く５年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
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１　町民税

　　町民税は県民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、次のとおりである。

　　①個人町民税

　　　個人の町民税と県民税は、納税義務者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税義務者が便利なように町が県民税も

　　　合せて課税し、合算して納めてもらう制度になっている。

　　　（ア）均等割

　　　　　個人町民税の均等割は人口によって異なり、標準税率は(1)年額3,000円（50万人以上の市）、(2)2,500円（5万人以上50万人

　　　　　未満の市）、(3)2,000円（(1)(2)以外）の３段階となっており、現在２町とも2,000円である。

　　　　　（個人県民税は1,000円）

　　　（イ）所得割

　　　　　個人町民税の所得割は、前年中の所得に対して課税される。標準税率は、3％、8％、10％の３段階となっている。（個人県民

　　　　　税は2％、3％の２段階）２町とも標準税率を適用している。

　　　※標準税率とは、地方公共団体が課税する場合に、通常よるべき税率として地方税法に規定されている標準的な税率

　　②法人町民税

　　　（ア）均等割

　　　　　法人町民税の均等割りは、所得の有無にかかわらず課税される。標準税率は、資本金等と従業員数に応じて９段階に分かれて

　　　　　おり、制限税率は120％まで。　（法人県民税は資本金等の額に応じて５段階）

　　　（イ）法人税割

　　　　　法人町民税の法人税割は、原則として国に納付する法人税額に町で定められている税率を乗じて計算する。標準税率は12.3％

　　　　　制限税率は14.7％、２町とも税率は12.3％である。（法人町民税は県条例で5.8％。但し、資本金または出資金が１億円以下

　　　　　で、かつ、法人税額が法人税額が年1,500万円以下の法人は5％）

　　　※制限税率：地方公共団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率

２　固定資産税

　　固定資産税は、土地、家屋や償却資産にかかる税金で、納税義務者は、毎年１月１日（賦課期日）現在の固定資産税の所有者である。

　　評価は固定資産評価基準に基づき行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定、税率を乗じて算出す

　　る。標準税率は1.4％、制限税率は2.1％となっている。

　　　※償却資産：工場で使われる機械や事務所の備品などの事業用資産をいう。ただし、営業権や特許権などの無形

　　　　減価償却資産、自動車税や軽自動車税がかかる自動車や軽自動車などは償却資産から除く。
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３　軽自動車税

　　軽自動車税は、毎年４月１日に現在登録のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などの所有者にかか

　　る税金で、税率は２町とも標準税率であり、車種、総排気量などにより１台あたりの年額で定められている。たとえば、50cc以下の

　　原動機付自転車は、年額1,000円、自家用の軽四輪乗用車は、年額7,200円などがあり、制限税率は、標準税率の120％と定められて

　　いる。

４　市町村たばこ税

　　市町村たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に国税、道府県税、市町村税が含まれている。納税義務

　　者は、製造たばこの製造者、特定販売業者（輸入業者）、卸売販売業者であり、税率は法律において定められた一定税率で、製造た

　　ばこ1,000本につき、2,977円、旧３級品（わかば、しんせいなど６品目）は、1,000本につき、1,412円である。

５　特別土地保有税

　　特別土地保有税は、投機的な土地取得の抑制と宅地供給の促進を図る目的で設けられた税金で、土地の保有及び取得にかかるものが

　　ある。納税義務者は一定規模以上の土地を保有したり、取得している者である。税額は、土地の取得価格に税率を乗じ、その額から

　　固定資産税や不動産取得税に相当する額を差し引いて計算する。税率は２町とも、保有1.4％、取得3％である。平成１５年度税制改

　　正により、保有分については平成１５年度保有分から、取得分については平成１５年１月１日以降に取得した土地について、新たな

　　課税は停止することとなっている。

６　鉱産税（該当なし）

　　鉱産税は、鉱産の掘採事業に対し鉱物の価格を課税標準として課税する税で、鉱物とは鉱業法第３条に規定する鉱物をいう。

７　入湯税

　　入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な

　　施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てられる。税率は１人１日につき150円が標準となっている。

８　都市計画税（該当なし）

　　都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に土地や家屋のある人や会社などにかかる税金で、一定の市町村が行

　　う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられる。税額の計算方法は、固定資産税とほぼおなじである。税率は、0.25

　　％、制限税率は0.3％となっているが、現在２町で都市計画税の該当はない。
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税別納期調

税目 期別 税目 期別

４月 軽自動車税 全 軽自動車税 全

５月 固定資産税 １期 固定資産税 １期

町県民税 １期 町県民税 １期

国民健康保険税 １期 国民健康保険税 １期

７月 固定資産税 ２期 固定資産税 ２期

町県民税 ２期 町県民税 ２期

国民健康保険税 ２期 国民健康保険税 ２期

固定資産税 ３期

国民健康保険税 ３期

国民健康保険税 ３期

町県民税 ３期

町県民税 ３期

国民健康保険税 ５期

１２月 固定資産税 ４期 固定資産税 ３期

町県民税 ４期 町県民税 ４期

国民健康保険税 ６期 国民健康保険税 ４期

２月 国民健康保険税 ７期 固定資産税 ４期

３月 国民健康保険税 ８期

岸本町 溝口町
納期

６月

８月

９月

１０月 国民健康保険税

１月

１１月

４期
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

備考各種事務事業の取扱い

協議会提出案件

石本補助金、交付金の取扱い

１８補助金交付金の取扱い

金田

岸　　本　　町 溝　　口　　町

税務出納部会

調整方法課題・問題点

【補助金等の名称】納税組合設立補助金

・町税の収税率向上のため、各地区に納税組合を
　設置しており、新規に納税組合を設立する場合
　に、補助金を交付するものである。
（補助金の額）
・組合を設立した区に対し組合員1人に対し300円
　の割合で交付する。

【補助金等の名称】納税組合設立補助金

・該当なし
・溝口町は設立補助金制度なし
・両町とも納税組合組織は各地区で確立されており、今後組
　合を設立する地区はないと予想される

合併時に廃止するものとする
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 字名の取り扱い

合併協定項目

連番

1   市町村合併の際に、字の区域若しくは名称の変更をしようとする場合   市町村合併の際に、字の区域若しくは名称の変更をしようとする場合

は、地方自治法第２６０条の規定に基づき、市町村長が当該市町村議会 は、地方自治法第２６０条の規定に基づき、市町村長が当該市町村議会

の議決を経てこれを定め、県知事に届出ることが必要である。 の議決を経てこれを定め、県知事に届出ることが必要である。

  事前に、字の名称及び区域の取扱いについて調整を図る。   事前に、字の名称及び区域の取扱いについて調整を図る。

  岸本町の「福岡」の状況

人口 世帯数 部落数

16 人 3 世帯 1 部落

  溝口町の「福岡」の状況

清原 キヨハラ 上細見 カミホソミ 小野 オノ 二部 ニブ 宮原 ミヤバラ 上野 ウエノ 人口 世帯数 部落数

口別所 ｸﾁﾍﾞｯｼｮ 立岩 タテイワ 小町 コマチ 畑池 ハタイケ 大倉 オオクラ 金屋谷 カナヤダニ 204 人 70 世帯 5 部落

久古 クゴ 吉定 ヨシサダ 金廻 カナマワリ 福岡 フクオカ 白水 シラミ 岩立 イワタテ 2003.4.1現在

福岡 フクオカ 岸本 キシモト 大殿 オオトノ 焼杉 ヤケスギ 根雨原 ネウバラ 貴住 キズミ

番原 バンバラ 押口 オサエグチ 坂長 サカチョウ 福居 フクイ 宇代 ウダイ 栃原 トチバラ

真野 マノ 吉長 ヨシナガ 岩屋谷 イワヤタニ 船越 フナコシ 中祖 ナカゾ 大滝 オオタキ

大原 オオハラ 遠藤 エンドウ 福吉 フクヨシ 古市 フルイチ 大坂 オオサカ

須村 スムラ 福島 フクジマ 父原 チチバラ 富江 トミエ

丸山 マルヤマ 三部 サンブ 荘 ショウ 福兼 フクカネ

小林 コバヤシ 溝口 ミゾクチ 大江 オオエ 添谷 ソエダニ

谷川 タニガワ 長山 ナガヤマ 大内 オオウチ

計  ２３ 計  ３３

福岡の番地 １番１～３４９番地 地籍 ㎡（課税台帳） 福岡の番地 １番２～4,702番地 地籍 ㎡（課税台帳）

１９　字名の取り扱い 備考

協議会提案事項

総務部会 岡田賢治 権代勝治責任者責任者 ワーキンググループ名

各種事務事業の取扱い

215,635

漢字名称 カナ名称

岸　　本　　町

地方自治法　弟２６０条
． 政令で特別の定めをする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはそ
の名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
２　前項の規定による届け出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
３　第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

大字名の名称

漢字名称 カナ名称漢字名称 カナ名称漢字名称 カナ名称 漢字名称 カナ名称

10,297,696

溝　　口　　町

●新町の字の区域及び字の表記は、現
行のとおりとする。

（大字名の前に「大字」の文字を表記
しない。）

調整方法

 ●字名のうち、岸本町福岡と溝口町
福岡については、合併前に調整を図り
合併時に再編するものとし、その他の
字名については、現行のとおりとす
る。

大字名の名称

漢字名称 カナ名称

  岸本町、溝口町において大
字の名称の同一区域があり、
調整が必要である。

課題・問題点

（「福岡」以外の大字名は、そのまま
新町に移行し、同一の「福岡」の大字
名は、岸本町の「福岡」を変える。た
だし、住民の意向により、「福岡」が
つく名称に変更する。新しい名称につ
いては、現在、調整中。）
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2

合併後に一元化する。委員の構成が異なる。（議員の有無）
岸本町では国土利用計画についても審議対象としている。

調整方法

各種事務事業の取扱い

企画部会

備考

協議会提案事項

岸本町総合計画審議会

　町長の諮問に応じ、岸本町の総合計画及び国
土利用計画について調査、審議する。

委員数１０名以内
町教育委員会の委員　　町農業委員会の委員
公共的団体の役員　　知識経験を有する者

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

溝口町総合計画審議会

　町長の諮問に応じ、溝口町の総合計画につい
て調査、審議する。

委員数１４名以内
議会の議員　　町教育委員会の委員　　町農業
委員会の委員　　公共的団体の役員　　知識経
験を有する者

２０　諮問機関の取扱い

杉原良仁 草原啓司諮問機関の取扱い

岸本町地域省エネルギービジョン策定委員会

　岸本町の地域省エネルギー推進のため地域省
エネルギービジョンについて調査、審議する。

委員数１２名以内
学識経験者３名　　エネルギー供給関係者３名
住民代表３名　　地場産業代表者２名　　町職
員１名

なし 岸本町は平成１４年度に策定。

　合併までに溝口町で省エネビジョンの策定は困難と考え
られる。
　岸本町は平成１５年度にも省エネルギービジョンの重点
テーマについて計画測定を行っている。
　省エネルギー計画の策定段階にあるため、計画策定後に
再度委員会の存続については調整する。

合併後に調整する。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者

合併協定項目

連番

有線放送 有線放送

・各集落内の情報伝達方法として有線放送施設を設置 ・有線放送施設がある集落とない集落があり、情報伝達方法
　している。 　については各集落により、異なっている。
　（平成６年４月に町の施設を各集落に無償譲渡した） ・維持管理に係る経費は、すべて地元負担。
・維持管理費は集落が負担。町は次の内容により、8割 １．岸本町の補助制度は、合併時に廃止
　を限度とし補助制度を設けている。 　　する。
（１）故障・断線による不通修理 　　ただし、台風等の災害復旧について
（２）家屋の新築・改築に伴う移転 　　は８割補助とする。
（３）転入等の新設 ２．中国電力・ＮＴＴ柱の共架料は、
（４）放送機の新設、更新、移転 　　町が負担する
（５）その他、町長の認めたもの

・有線柱について
（１）現在設置されているものの更新、宅地開発に伴う

　　新設については町で建柱する。

（２）集落、個人の都合による移転は集落負担。

・中国電力・ＮＴＴ柱の共架料は、町が負担する。

各種事務事業の取扱い２５各種事務事業の取扱い

ワーキンググループ名

合併時に一元化する。
1.施設維持費の補助金制度は、岸本町の
　みの制度である。合併後の補助制度に
　ついて検討が必要である。

２．共架料の負担の取扱いの検討

備考

課題・問題点

協議会提出案件

総務部会

調整方法

岡田賢治 谷口笑美地域コミュニティ事業

７地域コミュニティ事業

責任者

岸　　本　　町 溝　　口　　町

1
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2

協議会提案事項

調整方法

合併後に新たに作成する。新町建設計画及び新町総合計画との関連性を図りながら新
たに作成を行う必要がある。

課題・問題点

総合計画策定事業

計画名称：第3次岸本町総合計画　第6次基本計
画
策定時期：平成13年6月
基本構想期間：平成8年～平成17年
基本計画期間：平成13年～平成17年
基本理念：明るく元気で暮らせる　うるおいの
あるまちづくり
テーマ：地域づくり・ひとづくり・健康づくり
今後の課題
　1.健康で明るい生活と高福祉をめざして
　2.豊かな文化と人づくり
　3.豊かな産業振興をめざして
　4.住みよい生活環境づくり
　5.暮らしよい町の基礎づくり
　6.計画の推進をめざして

総合計画策定事業

計画名称：第4次溝口町総合計画
策定時期：平成13年10月
基本構想期間：平成13年～平成22年
基本計画期間：平成13年～平成17年
基本理念：人と自然が協奏する交流のまちみぞ
くち
テーマ：交流による地域活性化と充実した定住
環境の創造
まちづくり施策
　1.地域の個性を表現するまち
　2.多様な交流が生まれるまち
　3.新しい地域産業を創造するまち
　4.誰もが住みよい快適なまち
分野別施策
　1.自然と調和した快適な暮らしづくりをめ
　　ざして（生活環境の分野）
　2.活力を生みだす産業づくりをめざして（産
　　業の分野）
　3.健康でいきいきした暮らしづくりをめざし
　　て（保健・福祉の分野）
　4.ともに学びあう心豊かな人づくりをめざし
　　て（教育・文化の分野）
　5.住民と行政の協働によるまちづくりをめざ
　　して（まちづくりの分野）

両町の総合計画及び新町建設計画との関連性を図りながら
新たに作成を行う必要がある。

合併後に新たに作成する。

国土利用計画策定事業

・現行国土利用計画期間
　平成8年～平成17年　平成9年6月策定
【主な内容】
　　①土地利用の基本方針
　　②利用区分別の土地利用の基本方向
　　③土地の利用目的に応じた区分毎の規模の
目標
　　④地域別の概要
　　⑤目標達成に必要な措置の概要
　    計画における地域区分（ゾーニング）
　　  上八郷地区（保養ゾーン）
　　  下八郷地区（生産ゾーン）
　　  大幡・幡郷地区（生活ゾーン）

国土利用計画策定事業

  現在のところ計画は策定していない、総合計
画の中に「土地利用の方向性」という形で位置
づけられている。

岸　　本　　町 溝　　口　　町

各種事務事業の取扱い２５．各種事務事業の取扱い ２５－１１　地域開発関係事業 備考

杉原良仁 草原啓司地域開発関係事業企画部会
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

協議会提案事項

調整方法課題・問題点岸　　本　　町 溝　　口　　町

各種事務事業の取扱い２５．各種事務事業の取扱い ２５－１１　地域開発関係事業 備考

杉原良仁 草原啓司地域開発関係事業企画部会

3

岸本町建設事業計画

　これまで、まちづくり計画として実施してき
た、スーパーリゾートピア岸本計画の完了に伴
い、新たに発生した課題・住民ニーズに対応し
たまちづくりの指針となる計画を策定し、策定
後は計画の推進を図り、町の活性化させること
を目的とする。

岸本町の現状と課題などを調査し、計画を策定
する。
策定期間：平成１４年度中（単年度）
策定方法：コンサルタント委託、一部町が調査

なし 岸本町のみの計画である。
新町建設計画・新町総合計画との関連を図る必要がある。
新たに計画を策定するのではなく、新町建設計画・新町総
合計画に本計画の趣旨を盛り込む。

内容を新町総合計画に反映させるも
のとする。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番 岸　　本　　町 課題・問題点

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

1

【事務・事業名】原付自転車・小型特殊自動車の
標識交付

○軽自動車税に関わる車種のうち、自治体が交付
する標識について交付（廃車含む）を行う。
《標識交付車種》
・原付（一種、二種甲、二種乙）
・小型特殊（農耕用、その他）
・ミニカー
・雪上車
《申告書記載事項》
・申告年月日、住所、氏名、車名、年式、形式、
　車体番号、総排気量、形式認定番号
《交付方法》
・販売店用証明書又個人の場合譲渡証明書
　を確認し、所定の申告書より受付。
・標識及び標識交付証明書を交付する。
《廃車方法》
・標識及び標識交付証明書を返却のうえ、廃
　車申告書により受付。
・廃車証明書を発行する。

同一である【事務・事業名】原付自転車・小型特殊自動車の
標識交付

○軽自動車税に関わる車種のうち、自治体が交付
する標識について交付（廃車含む）を行う。
《標識交付車種》
・原付（一種、二種甲、二種乙）
・小型特殊（農耕用、その他）
・ミニカー
・雪上車
《申告書記載事項》
・申告年月日、住所、氏名、車名、年式、形式、
　車体番号、総排気量、形式認定番号
《交付方法》
・販売店用証明書又個人の場合譲渡証明書
　を確認し、所定の申告書より受付。
・標識及び標識交付証明書を交付する。
《廃車方法》
・標識及び標識交付証明書を返却のうえ、廃
　車申告書により受付。
・廃車証明書を発行する。

金田 勝部地方税の取扱い

溝　　口　　町 調整方法

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い 備考

2

【事務・事業名】固定資産税に係る諸台帳及び図
面等の整理保管に関すること
○固定資産税課税資料の維持管理を行う。
《管理資料》
・土地家屋償却資産課税（補充）台帳（名寄帳）
・土地（補充）課税台帳 ・家屋（補充）課税台帳
・償却資産課税台帳　・土地価格等縦覧帳簿
・家屋価格等縦覧帳簿　・相続人代表届綴
・公図　・地籍図　・土地台帳　・家屋評価調書

【事務・事業名】固定資産税に係る諸台帳及び図
面等の整理保管に関すること
○固定資産税課税資料の維持管理を行う。
《管理資料》
・土地家屋償却資産課税（補充）台帳（名寄帳）
・土地（補充）課税台帳 ・家屋（補充）課税台帳
・償却資産課税台帳　・土地価格等縦覧帳簿
・家屋価格等縦覧帳簿　・相続人代表届綴
・公図　・地籍図　・土地台帳　・家屋評価調書

3

【事務・事業名】国有資産等所在市町村交付金
○町内に所在する国有資産等の管理者からの通知
に対し、交付金の請求を行う。
・国又は地方公共団体が所有する土地等国有資産
　等の把握と交付金請求書の作成及び送付。
・交付金の対象となる資産　3件
　近畿中国森林管理局
　中国財務局
　鳥取県企業局
・歳入見込額　35,820千円

【国有資産等所在市町村交付金】
○町内に所在する国有資産等の管理者からの通知
に対し、交付金の請求を行う。
・国又は地方公共団体が所有する土地等国有資産
　等の把握と交付金請求書の作成及び送付。
・交付金の対象となる資産　4件
　近畿中国森林管理局
　環境省自然環境局
　鳥取県（発電所）（警察官舎）
・歳入見込額　29,675千円

専門部会長専決案件

同一である

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

同一である
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

備考各種事務事業の取扱い

専門部会長専決案件

石本納税関係業務

２５各種事務事業の取扱い

金田

岸　　本　　町 溝　　口　　町

２５－５納税関係業務

税務出納部会

現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

2

調整方法

【事務・事業名】滞納整理

○滞納者に対し、納税を促し滞納整理を図る
（現年分滞納整理事務）
　・各税納期限を経過し、なお督促状発送日（納
　　期限後20日以内に発送）までに納付がない
　　場合、督促状を発送する。
　・課税年度の3月中に1月末日までの納期限を
　　経過した未納者に対し、催告書を発送する。
　　発送後速やかに納付しない場合には、電話
　　催告及び徴収訪問を行う。
（滞納繰越分）
　・前年度までの滞納がある者に対し、年2回
　　（7,12月）催告書を発送する。発送後速や
　　かに納付しない場合には、電話催告及び
　　徴収訪問を行う。
　・その他定期的に電話及び訪問催告を行い、
　　納付日を約束させる。
　・悪質な滞納者に対しては、財産差押を行う。

【事務・事業名】滞納整理

○滞納者に対し、納税を促し滞納整理を図る
（現年分滞納整理事務）
　・各税納期限を経過し、なお督促状発送日（納
　　期限後20日以内に発送）までに納付がない
　　場合、督促状を発送する。
　・課税年度の3月中に1月末日までの納期限を
　　経過した未納者に対し、催告書を発送する。
　　発送後速やかに納付しない場合には、電話
　　催告及び徴収訪問を行う。
（滞納繰越分）
　・前年度までの滞納がある者に対し、年2回
　　（7,12月）催告書を発送する。発送後速や
　　かに納付しない場合には、電話催告及び
　　徴収訪問を行う。
　・その他定期的に電話及び訪問催告を行い、
　　納付日を約束させる。
　・悪質な滞納者に対しては、財産差押を行う。

両町同一であり、滞納整理は随時行っている。 現行のとおり新町に引き継ぐものと
する

課題・問題点

【事務・事業名】収納整理

○出納室でチェック（日計）される納付書を基
に、収納消込事務を行う。
（事務内容）
　・各税の収納消込処理
　・口座振替分（ＦＤ処理による）の収納消込
　・収入伝票の収入簿記入及び日計表を作成し、
    出納室の収入日計と併せる。
　・徴収実績報告書の作成（毎月末）
　・過誤納付者に対しての還付充当処理

1

【事務・事業名】収納整理

○出納室でチェック（日計）される納付書を基
に、収納消込事務を行う。
（事務内容）
　・各税の収納消込処理
　・口座振替分（ＦＤ処理による）の収納消込
　・収入伝票の収入簿記入及び日計表を作成し、
    出納室の収入日計と併せる。
　・徴収実績報告書の作成（毎月末）
　・過誤納付者に対しての還付充当処理

同一である

合併時に岸本町の例により一元化す
る

3

【事務・事業名】口座振替の状況

○町税の収納率の向上を図るため、口座振替の
加入を勧める。
（取扱い金融機関）
・山陰合同銀行　・鳥取銀行　・鳥取西部農協
・米子信用金庫　・郵便局（鳥取・島根以外の
在
　住者に限る）
（口座振替依頼書）
・町指定用紙を取扱い金融機関に配布してい
　る。
（口座振替加入件数及び加入率）
・町県民税　　　372件(1,042件)　35.7％
・固定資産税　1,382件(3,994件)　34.6％
・軽自動車税　1,126件(3,507件)　32.1％
・国保税　　　　524件(1,082件)　48.4％
　※全体合計　3,404件(9,625件)　35.4％

【事務・事業名】口座振替の状況

○町税の収納率の向上を図るため、口座振替の
加入を勧める。
（取扱い金融機関）
・山陰合同銀行　・鳥取銀行　・鳥取西部農協
・米子信用金庫　・郵便局

（口座振替依頼書）
・町指定用紙を取扱い金融機関に配布してい
　る。
（口座振替加入件数及び加入率）
・町県民税　　　 70件(1,166件)　6.0％
・固定資産税　　229件(3,523件)　6.5％
・軽自動車税　　 52件(2,888件)　1.8％
・国保税　　　　 28件(　933件)　3.0％
　※全体合計　　379件(8,510件)　4.5％

・指定金融機関が異なる（溝口町は平成16年度から指定金
融機関制度導入）
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

備考各種事務事業の取扱い

専門部会長専決案件

石本納税関係業務

２５各種事務事業の取扱い

金田

岸　　本　　町 溝　　口　　町

２５－５納税関係業務

税務出納部会

調整方法課題・問題点

4

【事務・事業名】郵便払込の状況

○指定金融機関以外での銀行振込は納税者が手
数料を負担することとなるため、県外納税義務
者には郵便振込納付書を同封し、郵便振込手数
料は町が負担する。
（郵便振込手数料負担額）
　・特別徴収以外
　　　1件につき　30円
　・特別徴収分
　　　1件につき　払込金額×1/1000+20円

【事務・事業名】郵便払込の状況

○指定金融機関以外での銀行振込は納税者が手
数料を負担することとなるため、県外納税義務
者には郵便振込納付書を同封し、郵便振込手数
料は町が負担する。
（郵便振込手数料負担額）
　・特別徴収以外
　　　払込額1万円以下　70円
　　　払込額10万円以下　120円
　　　払込額100万円以下　220円
　・特別徴収分
　　　1件につき　払込額×1/1000＋20円

負担額が異なる 合併時に岸本町の例により一元化す
る

現行のとおりとする

5

【事務・事業名】町税過誤納還付金（歳出還付）

○各税において、更正（税額修正）により税額が減
額された場合、過納金を還付する。
（町県民税）
　過年度分の国税修正申告等により更正減となった
　納税者
（法人町民税）
　予定納税額が確定申告納税額を上回った納税者
　及び過年度の修正申告等により更正減となった
　納税者
（固定資産税）
　土地の地目誤り、家屋の滅失漏れなどにより更
　正減となった納税者
（国保税）
　固定資産税に更正が発生し、資産割を賦課して
　いる納税者及び、資格喪失異動届により過年度
　に遡り更正を行う納税者

【事務・事業名】町税過誤納還付金（歳出還付）

○各税において、更正（税額修正）により税額が減
額された場合、過納金を還付する。
（町県民税）
　過年度分の国税修正申告等により更正減となった
　納税者
（法人町民税）
　予定納税額が確定申告納税額を上回った納税者
　及び過年度の修正申告等により更正減となった
　納税者
（固定資産税）
　土地の地目誤り、家屋の滅失漏れなどにより更
　正減となった納税者
（国保税）
　固定資産税に更正が発生し、資産割を賦課して
　いる納税者及び、資格喪失異動届により過年度
　に遡り更正を行う納税者

同一である

3



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2

3

土地利用規制及び開発対策事務

　国土利用計画法に基づく土地売買届出事務を
行う。

土地利用規制及び開発対策事務

　国土利用計画法に基づく土地売買届出事務を
行う。

国土利用計画法に基づく事務のため、問題点は無い。 現行のまま新町に引き継ぐ。

専門部会長専決事項

現行のまま新町に引き継ぐ。

調整方法

合併時に一元化する

景観形成事業

　優れた景観を有する美しい県土をつくりあげ
ることを目的にした「鳥取県景観形成条例」を
平成５年３月に制定し、総合的な景観施策を進
めている。この条例に基づき、事務をすすめ
る。

景観形成事業

　優れた景観を有する美しい県土をつくりあげ
ることを目的にした「鳥取県景観形成条例」を
平成５年３月に制定し、総合的な景観施策を進
めている。この条例に基づき、事務をすすめ
る。

景観形成地域については県の事業であり、町は進達するだ
けであるので、調整の必要はないと思われる。

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

企業誘致推進事業

　町内の企業分譲地等に企業を誘致し、住民の
就業の場を提供するとともに、地域の産業、経
済の振興を図る。
　企業訪問、企業への企業分譲地紹介等を行
う。

・町内企業分譲地：大原企業分譲地2.4ha（5区
　画）、岸本工業団地1.2ha
・大原分譲地への進出済企業：アストロデザイ
　ン、スリーエステクノ
・岸本工業団地への進出済企業：なし

企業誘致推進事業

　町内の企業分譲地等に企業を誘致し、住民の
就業の場を提供するとともに、地域の産業、経
済の振興を図る。
企業訪問、企業への企業分譲地紹介等を行う。

・町内企業分譲地：上野工業団地13.7ha、大平
　原工業団地2.2ha
・溝口IC工業団地への進出済企業：大山ビバレ
　ッジ
・旭農工団地への進出済企業：日本電産
・上野、大平原工業団地への進出済企業：なし

企業分譲地紹介パンフレットの統一・修正が必要となる。
町名変更等に伴うパンフレットの修正を行う。

各種事務事業の取扱い２５．各種事務事業の取扱い ２５－１１　地域開発関係事業 備考

杉原良仁 舟越　聡地域開発関係事業企画部会

4



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

　 　

　なし。

　 　 　

　 　町立学校の学級数・児童生徒 　町立学校の学級数・児童生徒 　　 　

　【内容】 　【内容】 　

　

1

　＊平成１５年５月１日現在

　　 　 　

　　　　 　
　 　 　

　 　

　 　＊平成１５年５月１日現在

　 　 　 　 　 　
　 　 　 　

　教員数、学校医数、学校歯科医数 　教員数、学校医数、学校歯科医数 　 なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。

　【目的】 　【目的】 　 　 　

　 　

　【内容等】 　【内容等】 　 　

　
　　　　　　　養教１名　事務１名　学校栄養１名 　　　　　　　養教１名　事務１名　学校栄養１名 　
　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名 　

2 　八郷小学校　校長１名　教頭１名　教諭７名 　二部小学校　校長１名　教頭１名　教諭７名

　　　　　　　養教１名　事務１名 　　　　　　　養教１名　事務１名 　

　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

　　福岡分校　教諭３名

　

　　　　　　　養教１名　事務１名 　　　　　　　養教１名　事務１名

　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

　　添谷分校　教諭２名

　

　 　　　　　　　養教１名　事務１名

　 　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

　 　

　岸本中学校　　９学級（通常　８･身障１）　２７１人　

【目的】 【目的】

　岸本小学校　１４学級（通常１２･身障２）　３４８人　

　八郷小学校　　６学級（通常　６･身障０）　　８２人　

　溝口小学校　　７学級（通常６･身障１）　１７２人　

　二部小学校　　５学級（通常５･身障０）　　６４人　

　　添谷分校　　２学級（通常２・身障０）　　２人

　溝口中学校　　８学級（通常６･身障２）　１７９人　

　溝口中学校　校長１名　教頭２名　教諭１４名　講師１名

　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

　現行どおり新町に引き継ぐ。

　　福岡分校　　３学級（通常３・身障０）　　５人

　日光小学校　　４学級（通常４・身障０）　２１人

　町立学校の教員数及び教育委員会が委嘱する学校医等 　町立学校の教員数及び教育委員会が委嘱する学校医等

　岸本中学校　校長１名　教頭１名　教諭１５名　講師３名

　岸本小学校　校長１名　教頭１名　教諭１８名　講師１名 　溝口小学校　校長１名　教頭１名　教諭８名　講師１名

　日光小学校　校長１名　教頭１名　教諭４名　講師１名

　　　　　　　学校医１名　歯科医１名　薬剤師１名

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　学校数、学級数（通常、身障）、児童（生徒）数 　学校数、学級数（通常、身障）、児童（生徒）数

5



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
 　入学式・卒業式に関すること 　　入学式・卒業式に関すること   　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】 ＊ 実施時期は校長に一任されている。
　入学式・卒業式の開催 　入学式・卒業式の開催   
【内容等】 　【内容等】  
　新入学児童・生徒の入学に際して入学式を実施し、　新入学児童・生徒の入学に際して入学式を実施し、
卒業認定児童・生徒の卒業に際して卒業式を行う。 卒業認定児童・生徒の卒業に際して卒業式を行う。

3 ・実施時期 ・実施時期

・卒業式における卒業証書の授与 ・卒業式における卒業証書の授与
小学校：全員　中学校：全員 小学校：全員　中学校：全員

・国旗掲揚及び国歌斉唱の有無 ・国旗掲揚及び国歌斉唱の有無
小学校：有　中学校：有 小学校：有　中学校：有

　 　
　教職員の履歴書管理に関すること 　教職員の履歴書管理に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　　教職員の人事及び服務の監督 　　教職員の人事及び服務の監督
【内容等】 【内容等】

4 　教職員の履歴書の管理事務 　教職員の履歴書の管理事務

・採用職員の履歴書の受理 ・採用職員の履歴書の受理

・履歴事項の変更届の受理 ・履歴事項の変更届の受理
　（本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等）

・履歴事項の変更届の県への進達 ・履歴事項の変更届の県への進達

　 　
　教職員の諸届認可に関すること 　教職員の諸届認可に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】
岸本町立学校職員の服務規程等に基づき、教職員 溝口町立学校職員の服務規程等に基づき、教職員
の職務専念義務の免除の承認等を教育委員会が行う。の職務専念義務の免除の承認等を教育委員会が行う。

5 ・休暇承認 ・休暇承認

・休職承認 ・休職承認
・育児休業承認 ・育児休業承認
・介護休暇承認 ・介護休暇承認
・復職、退職 ・復職、退職
・その他 ・その他

　中学校　入学式４月９日　卒業式３月９日

　(着任した日から7日以内）

　（本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等）

　適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする 　適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする

　(着任した日から7日以内）

（校長、教頭：４日以上　　職員：７日以上） 　（校長、教頭：４日以上　　職員：７日以上）

小学校　入学式４月８日　　卒業式３月２０日
中学校　入学式４月１０日　卒業式３月１２日

　小学校　入学式４月８日　　卒業式３月１９日

6



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
　小中学校教育課程に関すること 　小中学校教育課程に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　児童生徒の心身の発達に応じた教育内容、授業 　児童生徒の心身の発達に応じた教育内容、授業
時数を考慮し、総合的に組織した教育計画を策定 時数を考慮し、総合的に組織した教育計画を策定
することで学校教育の目的や目標を達成する。 することで学校教育の目的や目標を達成する。
【内容等】 【内容等】
１．教育課程の内容 １．教育課程の内容

6 　・教育目標 　・教育目標
　・指導の重点 　・指導の重点
　・学年別教科、科目及び特別活動の時間配当 　・学年別教科、科目及び特別活動の時間配当
　・学習指導、児童・生徒指導の大綱 　・学習指導、児童・生徒指導の大綱
２．教育課程の編成及び届出 ２．教育課程の編成及び届出
　校長は教育課程を定めたときは速やかに教育 　校長は教育課程を定めたときは速やかに教育
　委員会に届け出、これを変更したときも同様 　委員会に届け出、これを変更したときも同様
　とする。 　とする。

　 　
　教科書採択に関すること 　教科書採択に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　岸本町立学校で使用する教科書の採択 　溝口町立学校で使用する教科書の採択
【内容等】 【内容等】
　学校法に定める検定教科書又は文部科学省著作 　学校法に定める検定教科書又は文部科学省著作
教科書の使用義務を遵守し、町立学校で使用する 教科書の使用義務を遵守し、町立学校で使用する

7 教科書を採択する。 教科書を採択する。
（種目ごとに一種の教科用図書を採択する） （種目ごとに一種の教科用図書を採択する）

・教科書の採択手順 ・教科書の採択手順

↑↓ 指導・助言 ↑↓ 指導・助言
採択 採択

↑↓ 設置 ↑↓ 設置
→ →
← ←

　教科書・指導書の購入に関すること 　教科書・指導書の購入に関すること  なし 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】 （参考）

　教科書改訂に伴う教師用教科書・教科指導書の購入 　　教科用図書等の購入先については、
【内容等】 【内容等】 　教科書発行者が供給業者（特約供給所、

　教師用として溝口町が採択した教科用図書および指 　取次供給所）と供給契約を結んでおり、
8 　導書の購入 　導書の購入 　こちらでの業者選定は不可。購入にあ

学校名 取次供給所 学校名 取次供給所 　たっては上記の供給契約、発行者と国
岸本小学校 株式会社今井書店 二部小学校 クボタ書店 　との購入契約により１業者による随意
八郷小学校 株式会社米子書店 溝口小学校 クボタ書店 　契約となる。
岸本中学校 すずや書店 日光小学校 クボタ書店

　教科書供給経路 溝口中学校 クボタ書店
教科書発行者→特約供給所（県下に１つ）→ 　教科書供給経路
取次供給所→学校 教科書発行者→特約供給所（県下に１つ）→
＊各学校へ教科書を納入する取次供給所は 取次供給所→学校
　特約供給所により上記のとおり決定され ＊各学校へ教科書を納入する取次供給所は特約
　ている。 　供給所により上記のとおり決定されている。

　教師用として岸本町が採択した教科用図書および指

　教科書改訂に伴う教師用教科書・教科指導書の購入

県教委

市町村教委 学　　校

西部地区教科用
図書採択協議会

専門調査員

県教委

市町村教委 学　　校

西部地区教科用
図書採択協議会

専門調査員
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
　理科教育振興法に関すること 　理科教育振興法に関すること 　岸本町は理科教育振興法に基づく補助を 　合併時に溝口町の例により一元化
【目的】 【目的】 　受けず、町単独で理科･算数（数学）設備
　公立学校における理科設備、算数・数学設備の 　公立学校における理科設備、算数・数学設備の 　を整備している。 　
充実により、理科教育の振興を図る。 充実により、理科教育の振興を図る。 　 　
【内容等】 【内容等】 　
理科、算数・数学において設置基準に定められて 理科、算数・数学において設置基準に定められて

　 いる設備を整備し、理科教育の振興を図る。 いる設備を整備し、理科教育の振興を図る。
　※設備の整備に要する経費の２分の１を国が補助

9 未実施（町単独で設備を整備） 　　する。各小・中学校で理科設備を充実させるた
平成15年度 　　め、理科教育･算数（数学）教育設備補助事業

小学校 理科備品購入 円 　　を取り入れている。
算数備品購入 円 平成15年度
計 円 小学校 理科備品購入 円

算数備品購入 円 （単独も0円）

中学校 理科備品購入 円 計 円
数学備品購入 円
計 円 中学校 理科備品購入 円

数学備品購入 円 （単独も0円）

計 円

　学校保健 　学校保健 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　学校における児童生徒および職員の健康の保持 　学校における児童生徒および職員の健康の保持
　増進を図る。 　増進を図る。
【内容等】 【内容等】
　児童・生徒及び職員の健康診断を実施 　児童・生徒及び職員の健康診断を実施
　また、学校施設の点検を行い、環境衛生の維持、 　また、学校施設の点検を行い、環境衛生の維持、

10 改善を図るとともに必要に応じ修繕を行い、危険 改善を図るとともに必要に応じ修繕を行い、危険
防止の措置を講じ、安全な環境の維持を図る。 防止の措置を講じ、安全な環境の維持を図る。
〇児童生徒 〇児童生徒

･ ･
･ ･
･ ･
･ ･

〇職員 〇職員
･ 健康診断、胃検診 ･ 健康診断、胃検診

〇学校施設 〇学校施設
･ 学校薬剤師による施設の衛生点検 ･ 学校薬剤師による施設の衛生点検
･ 施設の保守点検等 ･ 施設の保守点検等

　する。

91,000
223,000

　※設備の整備に要する経費の２分の１を国が補助する。

158,000
251,000
409,000

132,000

0
1,073,000

　

1,800,000
0

1,800,000

1,073,000

学校医（内科、歯科）からの臨時休業、出席停止の助言

耳鼻科、眼科、ぎょう虫卵、尿、心電図、貧血検査等

学校医（内科、歯科）による定期健診
学校医（内科、歯科）による新入学児の就学時健診
学校医（内科、歯科）からの臨時休業、出席停止の助言

耳鼻科、眼科、ぎょう虫卵、尿、心電図、貧血検査等

学校医（内科、歯科）による定期健診
学校医（内科、歯科）による新入学児の就学時健診

8



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
　　学校災害共済に関すること 　　学校災害共済に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　学校の管理下において発生した事故等による 　学校の管理下において発生した事故等による
負傷、疾病、障害、死亡に関し災害共済給付を 負傷、疾病、障害、死亡に関し災害共済給付を
行う。 行う。
【内容等】 【内容等】
　年度当初に保護者等の同意を得て日本体育・ 　年度当初に保護者等の同意を得て日本体育・
学校健康センターと災害共済給付契約を締結し 学校健康センターと災害共済給付契約を締結し
、学校の管理下において発生した事故等による 、学校の管理下において発生した事故等による

11 負傷、疾病、障害、死亡に関し報告書を作成し 負傷、疾病、障害、死亡に関し報告書を作成し
センターに災害共済給付金を請求する。 センターに災害共済給付金を請求する。
　センターから災害共済給付金の支払いがあっ 　センターから災害共済給付金の支払いがあっ
た時は、学校を通し保護者に災害共済給付金を た時は、学校を通し保護者に災害共済給付金を
支給する。 支給する。

〇日本体育学校健康センター共済掛金（1人当り） 〇日本体育学校健康センター共済掛金（1人当り）
･ 一般児童生徒共済掛金 840 円 ･ 一般児童生徒共済掛金 840 円

（保護者負担割合1/2） （保護者負担割合1/2）
･ 免責特約掛金 35 円 ･ 免責特約掛金 35 円

（全額設置者負担） （全額設置者負担）
＊ 免責特約 ＊ 免責特約

災害が教職員の加害行為、施設の瑕疵によ 災害が教職員の加害行為、施設の瑕疵によ
るものだった場合学校の設置者は、その価 るものだった場合学校の設置者は、その価
額の限度において損額賠償の責めを免れる。 額の限度において損額賠償の責めを免れる。

　 　
　賠償責任保険に関すること 　賠償責任保険に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　被保険者（町）が他人に対して法律上の損害 　被保険者（町）が他人に対して法律上の損害
賠償責任を負うことによって被る損害を保険金 賠償責任を負うことによって被る損害を保険金

　 で填補する。 で填補する。
12 【内容等】 【内容等】

　※内容は｢学校災害共済に関すること｣に記載 　※内容は｢学校災害共済に関すること｣に記載

　参考 　参考
　全国町村会総合賠償補償保険に加入 　全国町村会総合賠償補償保険に加入
　（所管は総務課） 　（所管は総務課）

　日本体育･学校健康センターの免責特約制度に加入 　日本体育･学校健康センターの免責特約制度に加入
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 三宅祐志ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－３７　学校教育事業 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
　教育関係者の叙位叙勲の内申に関すること 　教育関係者の叙位叙勲の内申に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　学校教育の振興に貢献し、特に功績が顕著と認 　学校教育の振興に貢献し、特に功績が顕著と認
められる教育関係者を叙位、叙勲の候補者として められる教育関係者を叙位、叙勲の候補者として
内申する。 内申する。
【内容等】 【内容等】

13
〇叙勲、賜杯候補者の内申 〇叙勲、賜杯候補者の内申

･ 対象者：校長経験者、教育関係従事年数 ･ 対象者：校長経験者、教育関係従事年数
３０年以上の者で７０歳以上の者 ３０年以上の者で７０歳以上の者

･ 功績調書等の作成 ･ 功績調書等の作成
〇死亡に伴う叙位、叙勲上申 〇死亡に伴う叙位、叙勲上申

･ 候補者が死亡した場合、死亡日を含めて ･ 候補者が死亡した場合、死亡日を含めて
１４日以内に県教委に功績調書等を提出 １４日以内に県教委に功績調書等を提出

〇その他叙勲事務関係調書 〇その他叙勲事務関係調書

　 　
　各種統計に関すること 　各種統計に関すること 　なし。 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
　教育諸施策を検討・立案するための基礎資料 　教育諸施策を検討・立案するための基礎資料
　を得ること 　を得ること
【内容等】 【内容等】

14 　岸本町における教育関係調査を実施する。 　溝口町における教育関係調査を実施する。

　1.学校基本調査（毎年5月1日現在） 　1.学校基本調査（毎年5月1日現在）
　2.学校教員統計調査（3年ごと10月1日現在） 　2.学校教員統計調査（3年ごと10月1日現在）
　3.地方教育行政調査及び地方教育費調査 　3.地方教育行政調査及び地方教育費調査

（毎年5月1日現在　前年度会計） （毎年5月1日現在　前年度会計）

〇叙勲、賜杯候補者名簿の更新（４．１現在６８歳以上） 〇叙勲、賜杯候補者名簿の更新（４．１現在６８歳以上）

10



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

　 　

  事務局の公印の管理に関すること  事務局の公印の管理に関すること

　

　 　岸本町教育委員会の所管に係る事務局にお 　溝口町教育委員会の所管に係る事務局にお 　

ける公印の適正管理を行うことを目的とする。 ける公印の適正管理を行うことを目的とする。 　ただし、公印刷込み禁止規定は、削除

　 　岸本町教育委員会の所管に係る事務局にお 　溝口町教育委員会の所管に係る事務局にお

ける公印の保管、使用についての適正管理を ける公印の保管、使用についての適正管理を

1 行う。 行う。

1 管守者は教育長とする。 1 管守者は教育長とする。

2 持出しは管守者の承認を得て行なう。 2 公印は刷込み禁止とする。

3 公印の種類 3 持出しは管守者の承認を得て行なう。

･教育委員会印 4 公印の種類

･教育委員会教育長印 ･教育委員会印

4 公印の規格の定めの有無 　無 ･教育委員会委員長印

　 ･教育委員会教育長印 　

　 　 ･教育委員会教育長職務代理者印

　 5 公印の規格の定めの有無　有

　  　 　 　 　
　 　 　 　

 学校の公印の管理に関すること 　学校の公印の管理に関すること 1 溝口町には校長代理印がない。 　岸本町の例により合併時に一元化

　【目的】 　【目的】 2 両町で管守者が異なっている。

　学校における公印の適正管理を行うことを 　学校における公印の適正管理を行うことを 　 　

 　目的とする。  　目的とする。 　 　

　
　学校における公印の保管、使用についての適正 　学校における公印の保管、使用についての適正 　

2  管理を行う。 　

1 管守者は校長とする。 1 管守者は校長又は校長の指示した者とする。

 2 公印の種類 2 公印の種類

･学校印 ･学校印 　

･校長印 ･校長印

･校長代理印 3

　 3 公印の規格の定めの有無 　有   

　 　

　する。

　する。

　合併時に溝口町の例を基に一元化を
【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】

　図る。

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 藤井好文ワーキンググループ名

　両町で公印の種類が異なっている。

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－４２　その他 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

【内容等】 【内容等】

 管理を行う。

公印の規格の定めの有無 　無

11



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決事項

教育文化部会 藤 井 好 文 文化振興事業 藤井好文ワーキンググループ名

課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 　２５－４２　その他 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　 　
　合併時に溝口町の例を基に一元化を

【目的】 【目的】    　図る。
　岸本町教育委員会の所管に係る教育機関及 溝口町教育委員会の所管に係る教育機関及

 び施設における公印の適正管理を行うことを び施設における公印の適正管理を行うこと 　ただし、公印刷込み禁止規定は、削除

目的とする。 を目的とする。   
【内容等】 【内容等】
　岸本町教育委員会の所管に係る教育機関及 　溝口町教育委員会の所管に係る教育機関及

　 び施設における公印の保管、使用についての び施設における公印の保管、使用についての

1 管守者は所属長とする。 1 管守者は所属長とする。
3 2 持出しは管守者の承認を得て行なう。 2 公印は刷込み禁止とする。

3 公印の種類 3 持出しは管守者の承認を得て行なう。
･公民館印 4 公印の種類
･公民館長印 ･図書館長印
･Ｂ&Ｇ海洋センター所長印 ･中央公民館長印
･学校給食共同調理場印 ･二部公民館長印
･学校給食共同調理場長印 ･日光公民館長印

4 ･町民体育館長印
　 ･青年の家所長印

･学校給食センター所長印
5 公印の規格の定めの有無　有

公印の規格の定めの有無　無

　なし。事務局･学校以外の機関等の公印管理に関すること

　する。

適正管理を行う。 適正管理を行う。

事務局･学校以外の機関等の公印管理に関すること
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